
三豊市 
避難所管理運営標準マニュアル 

活動編  
【地域団体】 

自主防災組織や自治会など、避難所が設蔬される地域で組織されている団体です。 

 

 

【避難者】 

避難所に避難される方です。避難者はおおむね E)|避難所が設置されている地域の 

住民ですが、それ以外の方が避難される場合もあります， 

 

 

【避難所担当職員】 

三豊市から避難所に派遣される職員です。市が避難勧告等を発令した場合や、市内 

で大規模災害が発生した場合に、各避難所へ派遣されます。 

 

 

【施設管理者・職員】 

避難所となる施設の管理者や職員です， 
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第 1 章 避難 

 災害が発生し、避難の必要がある場合の「避難の流れ」や、避難所到着後の
「開錠、安全確認」などについて記載しています。 

 本マニュアルでは、主に、多くの地域が避難することとしている「避難所」
を例に記載しています。 
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関係者の行動や役割の確認（避難） 
 

 

 

「避難者」の避難にあたって  

○ 避難開始の時期 

▶ 住居の被害などから、自宅にとどまることが困難なとき。 

▶ 津波のおそれのある地域では・・・ 

屋外拡声装置、消防車やヘリコプター、テレビやラジオ、エリアメールなどにより、 避

難の呼びかけがあったときや、強い地震を感じたとき。 

＊ この場合、速やかに避難を開始してください。 

▶ その他の地域では・・・ 

広報車や消防車、テレビやラジオなどから避難の広報があったとき。 

 

○ 避難時の原則 

▶ 避難時は、火の元の始末を行います。大きな地震後は、電気のブレーカーも落とします。 

▶ 避難は、安全面から原則徒歩で行います。 

（高齢者や障害者など、徒歩での避難が困難な場合は、車などでの避難を検討します。） 

 

○ 避難時の携行品 
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「地域団体」の発災後の行動。  

▶地域の被害や住民の安否を確認するとともに、高齢者や障害者など、自力での避難が困 

難な地域住民の避難支援を行います。 

▶ 安全を確保できる範囲内で、消火活動や救出活動を行います。 

▶ 夜間の災害時は、施設管理者が到着する前の避難所の開錠、安全確認、避難者の屋内収 

容について、事前協議事項に基づき実施します。 

 

「避難所担当職員」の発災後の行動  

▶ 派遣された避難所の被害や状況を確認し、三豊市災害対策本部への報告を行います。 

▶ 夜間の災害時は、施設管理者が到着する前の避難所の開錠、安全確認、避難者の屋内 

収容について、事前協議事項に基づき実施します。 

 

「施設管理者・職員」の発災後の行動  

▶ 施設利用者の安全を第一に確保し、施設の安全確認を行います。 

▶ 夜間の災害時は、参集後に開錠や安全確認を行い、事前協議に基づき避難者の屋内収 

容を行います。 
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１  災害発生直後の避難行動 
▶災害が発生し避難が必要な場合の行動について、流れを記載。 

  ○ 災害が発生した場合は、まず自分の身は自分で守りましょう。（自助） 

○ 地域では、住民同士が協力し、地域全体の安全を確認しましょう。（共助） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

避難行動要支援者には・・ 
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２  避難開始後の流れ  ―避難所（市立学校）を例に 
▶ 避難開始から避難所を開設するまでの基本的な流れを記載しています。 

▶ ここでは、多くの地域が避難することとしている「避難所」を例にしています。 

▶ 災害が発生した時間帯によって、対応が一部異なります。 

○ 下図を参考に該当する時間帯に応じて「避難所到着時」の行動要領に進んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

地区避難施設 

地区避難施設 

(三豊市職員) 

(三豊市職員) 
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３  避難所到着時の行動（施設管理者や施設の職員がいる場合） 
▶ 平日の日中など、避難所に施設管理者や施設の職員がいる時間帯の行動要領です。 

特徴 ○ 施設の鍵が開いている。 

○ 施設管理者等が施設の安全確認を行っている。 

○ 三豊市の避難所担当職員が職場から派遣される。 

▶ 以下の手順で、避難所屋内へと避難します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

○ ただ今、建物内の安全を確認しているところです。建物の安全が確認されるまで
は、安全なこの場で待機してください。 
○ 地域住民の方は、自治会単位でまとまって待機してください。自治会ごとに、避難
している人数を確認してください。 
○ 地域住民以外の方は、こちら（空いているスペース）に集まってください。 
○ けがをされている方や、体調が悪い方がいれば申し出てください。 
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○ 建物の安全確認が終了しましたので､建物内(体育館)に避難

してください。 

○ 施設内のスペースの割振りは､落ち着いてから改めて実施し
ますので､自治会ごとにまとまって入室してください。 

○ 地域住民以外の方や､自治会などでまとまっていない方は､
人数を確認した後、最後にまとめて入っていただきますので、

ご協力ください。 
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４  避難所到着時の行動（施設管理者や施設の職員がいない場合） 
▶ 夜間や休日など、避難所に施設管理者や施設の職員がいない時間帯の行動要領です。 

特徴 ・ 避難者の到着時に、施設の職員が未到着（鍵が開いていない）場合がある。 

・ 施設管理者（施設の職員）及び近隣に在住する避難所担当職員が参集する。 

▶  以下の手順で、避難所内へと避難します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：仙台市避難所運営マニュアル（活動編）に加筆   

 

○施設の職員が来て、建物の安全が確認されるまでは、安全なこの場で待機しま

す。(または）ただ今、建物内の安全を確認しているところです。建物の安全が

確認されるまでは、安全なこの場で待機してください。 

○地域住民の方は、自治会単位でまとまって待機してください。自治会ごとに避

難している人数を確認してください。 

○地域住民以外の方は、こちら（空いているスペース）に集まってください。 

○けがをされている方や、体調が悪い方がいれば申し出てください。 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 建物の安全確認が終了しましたので､建物内(体育館)に避難してくだ

さい。 

○ 施設内のスペースの割振りは､落ち着いてから改めて実施しますの
で､自治会ごとにまとまって入室してください。 

○ 地域住民以外の方や､町内会などでまとまっていない方は､人数を確
認しますので、最後にまとめて入っていただきます。ご協力ください。 
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■  《目視による安全確認チェック表》  ■ 
▶ 避難所の体育館を例に、建物の安全確認項目を記載しています。 

▶ 応急的に避難所を使用するための点検ですので、施設に少しでも危険を感じる場合は、 

避難所としての使用を控えてください。 

▶ 確認者の安全を第一とし、建物が明らかに危険な場合は実施しないでください。 
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第２章  避難所運営  

 避難者を避難所内に収容した後の、避難所運営の準備、避難所運営、避難所
の閉鎖の流れについて記載しています。 

 本マニュアルでは、主に、多くの地域が避難することとしている「避難所」
を例に記載しています。 

実活動を行うポイント 
▶ 避難所での主な活動や時期の目安を示した「避難所運営の流れ-時系列チェックリスト-」がＰ１４に記

載されています。また、それに対応する「マニュアルシート」が「マニュアルシート集」にあります。 

▶ 実活動は、「避難所運営の流れ」を参考に、マニュアルシートを分担し、活用しながら実施します。 
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関係者の行動や役割の確認（避難所運営）  

 

主な関係者である「地域団体」、「避難者」、「避難所担当職員」ならびに「三

豊市災害対策本部」は、それぞれの役割をよく認識して、速やかに避難所運営に

当たることが重要です。 

 

 

 

 

 

「地域団体」の役割  

 その組織力を生かし、避難所運営の中心となって各種活動を行います。 

 特に、避難所の組織である「避難所管理運営委員会」の立ち上げ当初について
は、委員会の中心メンバーとして活動します。 

 

 

 

「避難者」の役割  

 地域団体等と連携して、避難所運営の各種活動を積極的に行います。 

 避難所が長期化する場合など、避難所運営の時間経過とともに、避難所運営の
中心的役割を担うとともに、最終的に避難者による自主運営を行います。 
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「避難所担当職員」の役割  

 地域団体、避難者、施設管理者等と連携しながら、避難所運営の全般に携わり
ます。 

 特に、三豊市災害対策本部との情報伝達により、避難所内の課題解決に向けた
要請や調整を行います。 

 

 

 

「施設管理者・職員」の役割  

 避難者の居住スペースや共有スペースの設置の調整など、避難所の施設利用に
関することを中心に、避難所運営の各種活動に携わります。 

 

 

「三豊市災害対策本部」の役割  

 市役所に設置され、各避難所における運営全般の調整を行います。 

 避難所からの報告により、管内の避難所の状況を把握し、避難所の連絡体制の
確保、情報提供、必要物資の手配など、管内の避難所運営のバックアップを図

ります。 
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１  避難所運営準備 
 避難者を屋内に収容してから、運営を始めるまでの活動についての流れを示します。 

ポイント ○ 避難者を収容したら、行わなければならないことを整理して実施します。 

○ マニュアルシートを活用して、分担して実施します。 
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食  料：アルファ米、パンの缶詰、保存水 

資機材：発電機、投光器、非常用トイレ、組立トイレ、紙おむつ 

毛布、ブルーシート、防災行政無線 

その他：運営マニュアル、腕章、事前に作成したルールなど 

＊ 資機材は必要なときに活用しますが、取り急ぎ必要なものは、この段階で活用しま

す。 

 

発電機・投光器 

⇒ 停電の場合に準備します。 

携帯型簡易トイレ・簡易組立トイレ 

⇒ 施設のトイレが使用できない場合は準備します。（マニュアルシートＣ） 

防災行政無線 

⇒ 電話不通時は、職員室等に設置されている無線を移動させて使用します。（シートＧ） 

その他の資機材 

⇒ 運営マニュアルなどは、運営本部に準備します。 
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２  避難所運営  

 避難所は、地域団体、避難者、避難所担当職員、施設管理者・職員がそれぞれの役割を果たして協働
して運営します。 

 「避難所運営委員会」を立ち上げ、各活動の分担と統率を行い、組織的に運営します。 

 特に地域団体は、その組織力を生かし、委員会の中心として各種活動にあたります。 

（１）  避難所運営の組織  （避難所管理運営委員会）  

○ 避難所管理運営委員会は、委員長、副委員長、活動班の班長、居住組の組長に、避難所担当職員、施設管

理者・職員、地域の関連団体を加えて構成します。 

○ 運営委員は、運営を進める中で避難者の中から選出することが望ましいですが、特に立ち上げ時は、速や

かに運営を始められるよう、地域団体が組織力を生かし、それらの役割を担います。 

○ 避難者のニーズには男女の違いもあるため、意見が避難所運営に反映されるよう、避難所運営委員には女

性も入れて意見の反映を行います。 
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三豊市災害対策本部や関係機関との連絡や調整を行います。 
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マニュアルシート B（シート集 P 9～） 

マニュアルシート A（シート集 P 3～） 

マニュアルシート I（シート集 P 45～） 

マニュアルシート H（シート集 P33～） 
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マニュアルシート I（シート集 P 37～） 

マニュアルシート G（シート集 P2 9～） 

マニュアルシート D（シート集 P21～） 

マニュアルシート D（シート集 P25～） 

マニュアルシート D（シート集 P15～） 

マニュアルシート D（シート集 P27～） 

マニュアルシート D（シート集 P41～） 

マニュアルシート D（シート集 P43～） 
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３  避難所の長期化対策・集約・閉鎖  

  避難所の長期化対策や閉鎖に向けたポイントについて説明します。 

ポイント ○ 避難所が長期化する場合は、避難者による自主運営へと移行します。 

○ 避難者の避難理由を把握し、避難者の退所に合わせて避難所の集約や閉鎖を行います。 

○ 施設本来の機能の回復も考慮し、適切なタイミングでの閉鎖が必要です。 

 

（１）  避難所の長期化対策  

○ 災害から時間が経過すると、避難者の帰宅等が進み、地域団体を中心とした活動が困難になります。 

 避難所運営委員会は、避難を継続する避難者が中心となって構成し、三豊市災害対策本部の支援のも
と、自主的な管理・運営を行います。 

○ 避難生活が長期化する場合は、ストレスや衛生面でのケアが特に重要となります。 

 居住スペースへの間仕切りの設置などによるプライバシーの確保、入浴や洗濯などの日常生活の確保、
健康相談の実施など、三豊市災害対策本部との連携により、避難者の心と体のケアを行います。 

 

（２）  避難者の退所を促す時期  

○ 時間の経過に伴い、避難所として活用している施設についても、本来の機能を回復する必要があることから、

被害の回復や仮設住宅支援の始まりに合わせ、避難者の退所を促す必要があります。 

 

○ ライフラインや交通の回復などに関する情報を随時提供し、自宅での生活が可能になった方へ、自宅に戻る

協力を呼びかけます。 

 

○ 仮設住宅の支援などが始まった場合は、随時情報を提供し、居住の場を失った方が移動しやすい環境を整え

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ポイントごとに、避難所運営

委員会や三豊市災害対策本

部の協議のもと、集約・閉鎖

を検討します。 
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（３）  避難所の集約  

○ 避難者の数が減少すると、大きな施設での避難所運営が難しくなる場合もありますので、必要に応じて避難

所の集約を行います。 

 

○ 避難所の集約は、各施設との調整が必要になることから、主に区災害対策本部の調整により、避難所を段階

的に集約します。 

 

○ 各避難所の運営委員会においても、地域内の避難施設の活用など、避難者の減少に合わせた避難所の規模縮

小について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）  避難所の閉鎖  

○ 施設本来の機能回復の時期なども考慮し、避難者全員の退所や受入れ先の見通しがたった場合は、避難所の

閉鎖を検討します。 

○ 避難所運営委員会と三豊市災害対策本部との協議により、閉鎖を決定します。 

○ 避難所の閉鎖が決定した場合は、施設の整理や清掃を行い、避難所として活用する前の状態に戻し、避難所

閉鎖の準備を整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 管内のいくつかの避難所から、大規模施設（市の体育施設など）に集約する。 
 
② 避難所運営を継続している他の施設（管内の避難所など）と合流する。 
 

③ 人数はそのままで、管内の小規模な避難所（避難施設など）に移動する。  
 
など 

避難所の集約は、各施設との調整が必要になることから、主に三豊市災害対策本部の調整により、避難所

を段階的に集約します。 
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参  考  

  事前協議事項、避難所の備蓄量、避難所ルール（例）を掲載しています。 

  事前協議事項の欄には、事前協議で確認した事項を記入し、事前に共有して

おきましょう。 

  避難所の備蓄量については、三豊市の備蓄基準量を記載していますが、事前

確認した実際の数量を書き込んでおきましょう。 

  避難所ルール例は、事前に作成したルールがない場合に、運営時の参考とし

てください。（円滑な運営を行うために事前に作成しておきましょう。） 
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三豊市避難所管理運営マニュアル（活動編） 
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